
静岡県養蜂ガイドライン

令和７年 11 月改正

静岡県経済産業部農業局畜産振興課
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はじめに

静岡県では、レンゲ、ミカンなどを主要蜜源として、県内全域で養蜂業が行われてきま

した。

近年、養蜂技術が進歩するとともに、蜜蜂とその飼育道具が容易に入手できるようにな

り、多くの人が手軽に蜜蜂を飼育するようになったことから、趣味で西洋蜜蜂を飼育され

る方や、日本蜜蜂を飼育される方が増えてきています。このような養蜂業界を取り巻く環

境の変化を受け、平成 24 年６月に養蜂振興法（昭和 30 年 8 月 27 日法律第 180 号）が改正

されました。

改正養蜂振興法において、蜜蜂を飼育するすべての方に、都道府県知事への飼育届の提

出が義務づけられ、蜜蜂を適切に飼育する責務が課されました。また、都道府県において

も、蜜蜂が適切に管理されるために、管理指針の策定等必要な措置を行うことが法律に明

記されました。さらに、令和５年 11 月 30 日に「養蜂振興法の施行について」（平成 24 年

11 月１日付け 24 生畜第 1518 号農林水産省生産局長通知）の一部改正があり、養蜂の振興

を図るため、適切な法運用に努めるよう通知がありました。

このガイドラインは、県内で蜜蜂を飼育する方が、蜜蜂を適切に管理し、安全なはちみ

つを生産するための指針として必要な最低限のことを記しました。県内で蜜蜂を飼育する

方には、是非ご活用いただきたいと思います。
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１ 蜜蜂の飼育の届出（様式第１号）…法律に基づく届出

蜜蜂を飼育している方は、養蜂振興法第 3 条第 1 項により、飼育状況についての届出

が必要です。毎年 1 月 1 日現在の飼育状況と年間飼育計画を蜜蜂飼育届に記入して、1

月 31 日までにお住まいの住所地を管轄する指定の県窓口（Ｐ６）に提出してください。

届出については、様式第１号（Ｐ７）をご使用ください。欄が不足する場合は様式第１

号別紙（Ｐ８）をご利用ください。また、届出内容に変更があった場合は、変更が生じ

た日から 1 ヶ月以内に変更届出書の届出をお願いします。

ただし、下記の場合には届出の義務はありません。

① 農作物等の花粉受精のみに用いる場合※

農作物等の花粉受精に蜜蜂を使用する場合には、一般的に、受粉すべき農作物等の作

付規模に応じた蜂群しか飼わないことや、使用後には焼却又は養蜂業者に返却すること

から、届出は不要となっています。

※養蜂業者に該当する場合の他、農作物の作付規模に比べ、過大な蜂群を配置している場合や、使

用後に焼却、返却等を行わずに通年飼育している場合には、届出が必要となります。

② 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する場合

学術研究等のために密閉された構造の設備で蜜蜂を飼育する場合は届出が不要です。

２ 蜜蜂飼育状況等調査（様式第２号）…県が行う現状調査

上記１の蜜蜂飼育届と併せて、県内の養蜂の現状調査を行っております。調査への御

協力をお願いいたします。なお、ご回答頂いた情報については、統計資料の作成以外の

目的に用いることはありません。

蜜蜂飼育届（様式第１号）に記入した蜂群について、西洋蜜蜂、日本蜜蜂の区分ごと

にその年１月１日現在の群数を記載してください。また、前年１月～12 月における蜜蜂

の用途、生産量、販売等割合を記入をお願いしています。

３ 転飼に際しての注意

(1) 転飼許可

転飼とは、現在、蜜蜂を飼育している場所から他の場所へ蜜蜂を移動して飼育する

ことをいいます。養蜂業者が県外へ転飼する場合には、転飼しようとする場所を管轄

する都道府県知事の許可を受ける必要があるため、飼育を始める日の２ヶ月前までに

移動先の飼育地を管轄する都道府県に届け出てください。

なお、都道府県によっては、養蜂業者以外の方が転飼する場合も条例等で規制して

いる場合がありますので、事前に確認してください。

静岡県内における蜂群の移動は許可制ではありませんが、土地所有者の承諾を得る

とともに、移動場所の状況や蜜源、隣接飼育者などに十分配慮して移動してください。

「蜜蜂の飼育」とは、蜜蜂を増やす又は蜂蜜を採るために蜜蜂を飼う等、蜜蜂を自らの意思によ

り巣箱や巣洞で飼い、餌を与え、投薬することをいい、野生の蜜蜂を観察して、自然にできた巣か

ら蜂蜜等を採る場合は飼育に含まれません。

「養蜂業者」とは、蜜蜂等を譲渡していなくとも、反復継続して蜜蜂の飼育を行う者のことを

いいます。

なお、「譲渡」には貸し出し等も含まれます。また、趣味であるか譲渡を目的としているか否か

にかかわらず、反復継続して飼育していれば養蜂業者となります。試験研究用又は自家用であっ

ても、個人以外の者は、養蜂業者となります。
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(2) 転飼に必要な証明

他の都道府県の区域内に転飼しようとする場合、腐蛆（ふそ）病にかかっていない

旨を記載した証明書の携帯が必要です。

この証明書は、県内に移入する場合は直前の飼育地を管轄する家畜保健衛生所長等、

また県外に移出する場合は県内管轄家畜保健衛生所長等が発行することとなっており

ます。

詳しくは、最寄の家畜保健衛生所にお問い合わせください。

４ 蜜蜂の飼育について

(1) 周囲への配慮

上記１の蜜蜂飼育届は、蜜蜂飼育者から県への情報提供を目的とした届出であり、

届出を行うことで記載した蜂群をそのまま設置出来るものではありません。

飼育に当たっては、地域の状況や周辺環境を踏まえ、適切な場所・方法で周囲の方々

への影響も十分に配慮した管理をしていただくようお願いいたします。

県内では、蜂群周辺の住民が蜜蜂に刺された、蜜蜂の糞で洗濯物等が汚れた、蜜蜂

の箱が無断で置かれているなどの苦情やトラブルが発生しています。

蜜蜂を円滑に飼うためには、蜜蜂の習性を知り適切な管理を行うことと、社会的マ

ナーを守り事故やトラブル防止に努めることが必要です。

必要な知識・情報の収集に努めるために養蜂専門組織に相談したり、住宅地や道路

の近くに巣箱を置かないなど、周辺住民に十分配慮し、事故やトラブルを防止するよ

う努めましょう。

(2) 伝染病と衛生対策

蜜蜂には、家畜伝染病予防法で定められた疾病があります。

① 家畜伝染病：腐蛆（ふそ）病

② 届出伝染病：チョーク病、バロア病、アカリンダニ症、ノゼマ病

異常気象や管理失宜などの明らかな原因がないのに蜜蜂が大量に死ぬなど伝染病が

疑われる場合には、家畜保健衛生所にご連絡下さい。日頃から巣箱内を観察し、衛生

的な飼養管理を行って、病気の発生予防に努めてください。

ヨーロッパ腐蛆病アメリカ腐蛆病

腐蛆病（ふそびょう）には特に注意してください！

腐蛆病は、蜜蜂の伝染病で、蜜蜂の疾病の中で最も大きな被害をもたらします。黒ずん

で内側に陥没した有蓋巣房（アメリカ腐蛆病）や、酸臭や醗酵臭（ヨーロッパ腐蛆病）があっ

た場合は要注意です。
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(3) 動物用医薬品の使用等について

現在、日本で承認されている蜜蜂用の医薬品は、腐蛆（ふそ）病予防用とバロア病

（ミツバチヘギイタダニ）用の薬剤のみです。これらの薬剤に含まれる物質が蜂蜜な

どに残留することを防ぐため、使用者が遵守すべき基準が定められていますので、用

法用量、薬剤を使用できる期間を遵守し、適切に使用しなければなりません。誤用を

防ぎ蜜蜂を適正に管理するため、医薬品の使用状況はもちろん飼料の給与、採蜜等の

生産記録を残すようにしましょう。

日本で承認を受けていない薬剤や、蜜蜂への使用が承認されていない医薬品を使用

することは医薬品、医療機器等品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で禁止

されていますので、絶対に使用しないでください。病気や薬の正しい知識を身に付け、

健康な蜜蜂を飼育し、安全で安心なはちみつを生産しましょう。

５ はちみつ販売に関する注意点（法令遵守）

はちみつが、安全に安心して利用できるよう、以下の対応をはじめ、品質管理に十分

気をつけてください。

(1) はちみつ販売するためには

はちみつを販売する場合は、事業所ごとに食品衛生責任者を設置し、管轄の保健所

に営業届をすることが必要です。詳細は最寄りの保健所へお問い合わせください。

また、流通させるはちみつには、食品衛生法に基づく農薬や医薬品の残留基準が適

用されます。農薬や医薬品等が一定基準以上残留したものは流通できませんので、十

分注意してください。

(2) はちみつ類の表示について

販売するはちみつには、養蜂振興法、食品表示法の食品表示基準等に基づく適正な

表示を行わなければなりません。法令で定められた表示事項は度々変更されますので、

最寄りの保健所にご確認ください。

また、消費者庁、厚生労働省、農林水産省等では、乳児ボツリヌス症に関する注意

喚起として、はちみつ及びはちみつを含む食品を販売、譲渡する際には、「１歳未満の

乳児に与えないでください」等の表示を消費者にわかりやすく行うことを食品関連事

業者にお願いしています。
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◆届出等について

◆はちみつの表示について

国内で採蜜したはちみつの表示例

※（日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）参照）

※１歳未満の乳児に与えないでください

事 項 必要な書類等 備 考 （下段：根拠法令）

蜜蜂を飼育している
蜜蜂飼育届

蜜蜂飼育状況等調査

毎年1月1日現在の飼育状況と年間の

飼育計画を届け出ます。

蜜蜂飼育状況等調査は、国や県の統計

資料作成を目的とした調査です。

養蜂振興法第３条（蜜蜂飼育届）

飼育届の内容に変更

が生じた
蜜蜂飼育変更届

提出した届出内容に変更があった時

に提出します。

養蜂振興法第３条の３

県外へ転飼する

転飼許可申請書

転飼先の都道府県に提出します。申請

書類や提出時期は各都道府県にご確

認ください。

養蜂振興法第４条

① 家畜検査申請書

② 家畜保健衛生所

利用申請書

最寄の家畜保健衛生所で、腐蛆病に関

する検査を受けてください。検査に合

格した巣箱以外は、県外に移出するこ

とはできません。

家畜伝染病予防法第５条

蜂蜜を瓶詰めする 営業許可申請書・届出書

食品衛生責任者を専任し、最寄の保健

所にご相談ください

食品衛生法第 55 条

名称 はちみつ

原材料名 はちみつ（国産）

内容量 500ｇ

賞味期限 令和７年 10月

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください

製造者 ○○蜂蜜（株）

静岡県○○市○○町○ー○

栄養成分表示（100g 当たり推定値）

エネルギー：329kcal

タンパク質：0.3g

脂質：0g

炭水化物：81.9g

食塩相当量：0g
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◆ 関係機関

県

＜飼育届・腐蛆病検査について＞

養蜂団体

名 称 管轄市町 住 所 電話番号

東部家畜保健衛生所 下田市、東伊豆町、河津町、

南伊豆町、松崎町、西伊豆

町、熱海市、三島市、伊東

市、伊豆の国市、伊豆市、

函南町、沼津市、裾野市、

御殿場市、長泉町、清水町、

小山町、富士市、富士宮市

〒419-0114

田方郡函南町仁田 101

055-978-3131

中部家畜保健衛生所 静岡市、島田市、焼津市、

藤枝市、牧之原市、吉田町、

川根本町

〒427-0007

島田市野田 1120‐1

0547-37-1158

西部家畜保健衛生所 掛川市、御前崎市、菊川市、

森町、磐田市、袋井市

浜松市、湖西市

〒431-3111

浜松市中央区中郡町

392

053-434-2921

名 称 住 所 電話番号

静 岡 県 養 蜂 協 会 〒420-0838

静岡市葵区相生町 14 番 26-3

静岡県獣医畜産会館内

054-272-8883

賀茂支部 、東静支部、

富士支部 、清水支部

静岡支部 、志太支部

榛原支部 、中遠支部

浜松支部 、浜名支部

引佐支部

※ 支部の連絡先については、静岡県養蜂協会

（電話：054-272-8883）にお問い合わせ下さい。



- 7 -

第１号様式（第２条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）

蜜 蜂 届

年 月 日

静岡県知事 様

住 所

電話番号

氏 名

養蜂振興法 の規定により次のとおり届け出ます。

１ 年 月 日現在蜜蜂飼育状況

２ 年蜜蜂飼育計画

備考 (1) 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号が望ましい。

(2) 飼育計画は１月１日（又は飼育開始日・計画変更日）から 12月 31 日までについて記入する

こと。

(3) 飼育場所は、字、番地まで記入すること。

(4) この届に記載された内容は、蜂群配置の調整、防疫の実施その他の養蜂の振興に必要な範囲

においてのみ利用する。

飼 育 場 所 飼 育 蜂 群 数

飼育場所
最大計画

蜂群数
飼 育 期 間

年１月１日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年１２月３１日まで

飼 育

飼 育 変 更

第３条第１項

第３条第３項



- 8 -

蜜蜂飼育届 様式第１号 別紙

１ 年１月１日現在蜜蜂飼育状況

２ 年蜜蜂飼育計画

飼育場所 飼育蜂群数

群

群

群

群

群

群

群

群

群

飼育場所 最大計画蜂群数 飼育期間

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで

群 月 日から 月 日まで



- 9 -

蜜蜂飼育状況等調査

住所

氏名

１ 蜜蜂飼育状況（ 年１月１日現在）

注）①と②は、反復利用ができない形態となります。詳細は別紙を参照願います。

２ 蜜蜂の用途及び生産量調査（ 年１月～12 月の実績）

（１） 蜜蜂の用途

（２） 生産量

（３） 販売等割合

区分 西洋蜜蜂
日本蜜蜂

①自然巣洞 ②重箱式巣箱 ③巣枠式巣箱 ④その他

飼養群数

用 途 用いた群数 用 い た 期 間 備 考

蜂蜜生産用 群 月 日～ 月 日

ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰ生産 群 月 日～ 月 日

花

粉

交

配

自

家

用

イチゴ 群 月 日～ 月 日

メロン 群 月 日～ 月 日

キウイ 群 月 日～ 月 日

その他（ ） 群 月 日～ 月 日

貸

蜂

用

イチゴ 群 月 日～ 月 日

メロン 群 月 日～ 月 日

キウイ 群 月 日～ 月 日

その他（ ） 群 月 日～ 月 日

区 分 1群当たり生産量 年間生産量 備 考

蜂

蜜

レンゲ Ｋｇ Ｋｇ

ミカン Ｋｇ Ｋｇ

百花蜜 Ｋｇ Ｋｇ

その他（ ） Ｋｇ Ｋｇ

その他（ ） Ｋｇ Ｋｇ

ローヤルゼリー Ｋｇ Ｋｇ

蜜ろう Ｋｇ Ｋｇ

花 粉 Ｋｇ Ｋｇ

区 分 蜂 蜜 ローヤルゼリー 備 考

販

売

業者への販売 ％ ％

自 家 販 売 ％ ％

自家消費・無償配布 ％ ％

そ の 他 ％ ％

計 100 ％ 100 ％

様式第２号
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養蜂管理記録簿

生産者名

年

月日 場 所 群数 実施者

作業内容

投 薬 給餌 採蜜等

医薬品名 投与法・投与量 薬剤使用期間 採蜜禁止期間 種類 種類 量

／ ～ 月 日 ～ 月 日

／ ～ 月 日 ～ 月 日

／ ～ 月 日 ～ 月 日

／ ～ 月 日 ～ 月 日

／ ～ 月 日 ～ 月 日

／ ～ 月 日 ～ 月 日

／ ～ 月 日 ～ 月 日

／ ～ 月 日 ～ 月 日

／ ～ 月 日 ～ 月 日

／ ～ 月 日 ～ 月 日
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養 蜂 振 興 法

昭和 30 年８月 27 日 法律第 180 号

最終改正：平成 24 年 6 月 27 日法律第 45 号

（目的）

第一条 この法律は、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果

たす役割の重要性等に鑑み、蜜蜂の群（以下「蜂群」という。）の配置を適正にする等

の措置を講じて、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物の増産を図り、

あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動

して飼育することをいう。

（蜜蜂飼育の届出）

第三条 蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地

を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、

業として蜜蜂の飼育を行う者（以下「養蜂業者」という。）以外の者が蜜蜂の飼育を行

う場合であつて、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他

の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと

認められる場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一 氏名又は名称及び住所

二 蜂群数

三 飼育の場所及びその期間

四 その他農林水産省令で定める事項

２ 前項ただし書の農林水産省令は、各都道府県における養蜂の実情その他の事情を勘案し

て定めるものとする。

３ 第一項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、農

林水産省令の定めるところにより、その旨を同項の都道府県知事に届け出なければなら

ない。

４ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出を受けた場合において、当該届出の

内容に他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがあるときは、農林水産省令の定め

るところにより、当該届出の内容を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

（転飼養蜂の規制）

第四条 養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の

定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許

可を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

２ 前項の許可には、転飼の場所、蜂群数その他の事項について条件を付することができる。

（蜜蜂の適切な管理）

第五条 蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるも

のとする。

２ 都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定及び

周知その他の必要な措置を講ずるものとする。

（蜜源植物の保護増殖）

第六条 蜜源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにお

いて、蜜源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支

援その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずるものとする。

(表示)
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第七条 蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。以下同じ。)して販売す

ることを業とする者は、蜂蜜を販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、そ

の容器に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければな

らない。

２ 蜂蜜の販売を業とする者は、容器に前項の規定による表示のある蜂蜜でなければこれ

を販売してはならない。

(蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等)

第八条 都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的

確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転

飼の管理その他の必要な措置を講ずるものとする。

２ 都道府県は、前項の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者、

養蜂業者が組織する団体その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況並びに蜜蜂の譲渡及び

貸出しの状況の把握に関し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

(報告及び立入検査)

第九条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂

の飼育の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所、事業所その他必要な

場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況若しくは巣箱、書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。

(農林水産大臣の報告聴取及び勧告)

第十条 農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に

対し、蜜源の状態、蜂群数その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

２ 農林水産大臣は、蜂群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養蜂

の規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。

(助成)

第十一条 政府は、養蜂業者に対し、予算の範囲内において、養蜂業の振興のため必要な

補助金を交付することができる。

(罰則)

第十二条 第四条第一項又は第七条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第十三条 第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して

答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の罰金に処する。

第十四条 第三条第一項又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をし

た者は、十万円以下の過料に処する。


